
社会保障II　2025年1月21日（水）3限目 13:00～14：30 　講義室 304
第12回【社会手当制度】社会手当制度の概要、児童手当、児童扶養手当等　第5章　第6節　社会手当制度の概要 (1)社会手当制度の概要(2)児童手当(3)児童扶養手当制度
（４）障害児・障害者に対する社会手当等　　P.222-225　
●リアクションペーパーII＃12
学科名　　　　　　　　　学年　　　　学生番号　　　　　　　氏名　　　　　　　
社会手当制度ついて、間違っている番号を５つ選び、その箇所にアンダーラインを引きなさい。間違い。１,３,４,６,９

1. 社会手当制度とは、法的に定められた要件を満たす者に対し、主として税財源による現物給付を行う制度の総称。⇒金銭給付
2. 社会手当制度には、①児童・子育て支援（児童手当・児童扶養手当）と②障害児・障害者に対する手当（特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当・特別障害給付金）がある。
3. 児童手当の財源は税による（3分の２を国。3分の１を地方が負担）。⇒2024年の「子ども・子育て支援金制度」以降、子ども・子育て支援納付金（支援納付金）を中心に税や事業主負担などもあり複雑になっている。
4. 障害児・障害者に対する手当の財源は全額税で（国３分の２、地方３分の１）と極めてシンプルになっている。国４分の３、地方４分の１
5. 制度ごとに給付対象や給付金額が定められており、【非該当】などの条件的制約や所得制限、所得制限による減額などもある。
6. 個々の社会手当はそれぞれ別制度なので異なる手当を重複して受給することはできない。⇒重複して受給することができる。
7. 児童手当の財源は、3歳未満：被雇者＝支援納付金3/5＋事業主2/5、非被雇者＝支援納付金3/5＋国４/15+地方2/15。3歳以降：被雇者＝支援納付1/3＋国４/9 +地方2/9。非被雇者＝支援納付1/3＋国４/9 +地方2/9＊ただし公務員は所属庁が全額負担する。
8. 児童手当は子ども・子育て支援法（2012（H24）年）に基づき、生計を同じくする父母等に児童手当（2024年10月から月額1~3万円、所得制限なし）を高校卒業まで（第3子は22歳まで）支給し、次代の育成に資することを目的とする。
9. 児童手当は、原則、所得の低い方に支給。ただし児童福祉施設等に入所の場合、児童の父母は受給できない（施設設置者が受給者）。公務員は勤務先で手続きし勤務先から児童手当を支給。それ以外の人は住民票を出している自治体が支給。高い方
10. 児童扶養手当は父又は母と生計を同じくしていない児童の親が対象。18歳未満（障害がある場合は20歳未満）まで支給。
11. 特別児童扶養手当は精神又は身体に障害を有する児童（20歳未満）の養育者に支給。障がいの程度により特別児童扶養手当（障害1級月5.5万円・2級３.6万円）、障害児福祉手当（重度）（＋月１.5万円）、特別障害者手当（最重度）（＋月2.8万円）がある。
12. さらに障害基礎年金の受給権のない障害者には、特別障害者給付金（障害1級月5.5万円・2級4.4万円）が支給される。
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